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賃料管理の重要性







(1)
利回りの確保のため



賃料の増額を確実に行えば､ 土地又は建物の価値に対し､ 適正な利回りを確保することが可能となります｡

これにより､ 固定資産税及び都市計画税を大幅に上回る収入を確保することもあり得ます。


(2)
資産の有効活用のため



賃料を適正に管理することは賃貸管理の第一歩といえます｡ 低廉な賃料を放置し､ 賃貸管理が甘くなりますと､ 賃借人による賃料滞納､ 無断増改築や無断転貸などの契約違反を誘発するといった事態も生じ得ます｡ 賃料を適正に管理することにより､ これらを防止することにも役立ちます

また､ 賃貸管理を適切に行うことによって､ 適時に貸地､ 貸家の返還を受けたり､ 適時に賃借人に貸地の底地や貸家の敷地を売却したりすることが容易になる場合もあり､ 資産の有効活用につながります｡


(3)
相続税納税のため



貸地を相続税納税のために物納するためには､ 賃料が適正であることが必要です｡ したがって､ 貸地を相続に際し物納するためにも､ 賃料を適正な額にまで増額しておくことが必要です｡


(4)
明渡し又は売却交渉のための準備のため



貸地､ 貸家の明渡し又は貸地の底地､ 貸家の敷地を売却したい場合に､ 直接的に明渡し又は売却交渉をすると､ 交渉が不利になることがあります｡

この場合､ 弁護士を通じて賃料の増額請求を行い､ 将来にわたって､ 適正な賃料に増額していくという意向を示したうえで､ 借地人又は借家人から､ 明渡し又は土地の買取りをする意向がないかどうかをさぐるという方法をとれば､ 交渉がスムーズかつ有利に進められることがあります｡
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。




弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所について
	事務所概要
	弁護士紹介

事務所へのアクセス
	東京事務所
	大阪事務所
	横浜事務所
	名古屋事務所
	福岡事務所
	札幌事務所


サービスご案内
	料金・費用のご案内
	ご相談の流れ
	お問合せ・ご相談受付
	プライバシーポリシー

法律関連情報
	法律トピックス

採用関連情報
	採用情報


お取扱業務
裁判、示談交渉など
	裁判・示談交渉

相続、不動産など
	相続、遺産分割、遺留分、遺⾔
	不動産
	貸地・貸家明け渡し
	地代・家賃増減額
	離婚、離縁
	成年後⾒
	交通事故


企業法務、顧問弁護士など
	企業法務
	顧問弁護士
	会社支配権紛争
	非上場株式の売却、評価
	事業承継
	税務訴訟









Copyright © 2024・Asahi Chuo Law Office・All Rights Reserved.


   


 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  